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○那覇市文書取扱規程

平成20年11月4日 

訓令第16号 

改正 平成21年3月31日訓令第2号 

平成25年3月29日訓令第12号 

平成28年2月25日訓令第5号 

平成29年3月31日訓令第5号 

令和3年3月29日訓令第3号 

令和5年3月31日訓令第5号 

那覇市文書取扱規程(平成9年那覇市訓令第4号)の全部を改正する。 

目次 

第1章 総則(第1条―第11条) 

第2章 文書の収受及び配付(第12条―第17条) 

第3章 文書の処理(第18条―第26条) 

第4章 文書の施行(第27条―第33条) 

第5章 文書の整理及び保管(第34条―第37条) 

第6章 文書の収納、保存及び廃棄(第38条―第49条) 

第7章 雑則(第50条) 

付則 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本市における文書の取扱いについて必要な事項を定める

ものとする。 

(定義) 

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した紙の文書及び図画並びに電磁的記録(電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)

であって、職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。 

(2) 文書管理システム コンピュータにより文書の処理及び管理を行うシステムをいう。

(3) 電子文書 文書のうち、電磁的記録であって、コンピュータによる情報処理の用に供されるも

のをいう。 

(4) 電子決裁 那覇市事務決裁規程(1971年那覇市訓令第8号。以下「事務決裁規程」という。)第2

条第10号の決裁を文書管理システム上の処理により行うことをいう。 

(5) 紙起案決裁 文書管理システムから出力した起案用紙により決裁することをいう。
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(6) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件

のいずれにも該当するものをいう。 

ア 当該情報が当該措置を行ったものの作成に係るものであることを示すためのものであること。 

イ 当該情報について、改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 

(7) LGWAN電子文書交換システム 国の各府省と総合行政ネットワーク参加団体との間で、電子的な

公文書に電子署名を付与し、交換を行うためのシステムをいう。 

(8) LGWAN文書 LGWAN電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される文書をいう。

(文書事務の原則) 

第3条 文書事務は、文書管理システムにより処理することを原則とする。 

(文書取扱いの原則) 

第4条 文書は、正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が適正かつ能

率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。 

(文書作成の原則) 

第5条 文書の作成に当たっては、本市の文書の取扱いに関する諸規定のほか、常用漢字表(平成22年内

閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)により、平易、簡潔かつ正確に表現するように努めなけれ

ばならない。 

(文書取扱いの年度) 

第6条 文書の取扱いは、会計年度によるものとする。ただし、特に暦年による取扱いを必要とするも

のについては、この限りでない。 

(課長及びグループリーダーの職務) 

第7条 課長(那覇市事務分掌規則(1971年那覇市規則第15号)第2条第2項の課長及び出納室長をいう。以

下同じ。)は、常に課(同規則第1条の課及び出納室をいう。以下同じ。)における文書事務が適正かつ

能率的に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。 

2 グループリーダー(那覇市事務分掌規則第17条第2項のグループリーダー及び出納室におけるグルー

プリーダーをいう。以下同じ。)は、課長の指揮を受けてグループにおける文書事務の処理を推進し、

文書が完結するまでの経過を明らかにしておかなければならない。 

(文書主任等) 

第8条 課長の文書事務を補佐させるため、課に文書主任及び文書副主任を置く。 

2 文書主任に課長の指名するグループリーダーを、文書副主任に課長の指名する職員をもって充てる。 

3 文書主任は、課長の命を受け、課における次に掲げる事務に従事する。 

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書事務の処理促進に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。
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(4) ファイリング・システムに関すること。

(5) 文書管理システムに関すること。

(6) その他文書の処理に関すること。

4 文書副主任は、文書主任を補佐し、文書主任が前項の事務を行うことができない場合は、その職務

を代理する。 

(総務課長の職務) 

第9条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、本市における文書事務を統括する。 

2 総務課長は、必要と認めるときは、各課の行う文書事務の処理状況について調査を行い、又は関係

帳簿及び資料の提出を求め、その結果に基づいて主管課長に対し必要な措置を求めることができる。 

(帳簿等) 

第10条 文書の取扱いに関する帳簿等は、次のとおりとする。 

(1) 文書管理システムによる文書管理簿

(2) 文書管理システム導入以前のファイル基準表

(3) 総務部総務課(以下「総務課」という。)が管理する次の帳簿

ア 指令簿及び達簿(第5号に掲げる指令簿及び達簿を除く。)並びに通達簿

イ 告示簿及び公告簿

ウ 書留文書・金品配付簿

エ 文書借覧簿

オ マイクロフィルム文書閲覧簿

(4) 総務部法制契約課(以下「法制契約課」という。)が管理する条例簿、規則簿及び訓令簿

(5) 総務課長が指定する課が管理する指令簿及び達簿

(6) その他の帳票

2 帳簿等の様式は、別に定める。 

(特例の帳簿等) 

第11条 次に掲げる文書を処理する場合においては、課長は、当該文書の管理に関し、文書管理システ

ムによる文書管理簿によらず別の帳簿を使用し、又は帳簿を省略する等適宜の処理をすることができ

る。 

(1) 一時に多数を収受し、又は発送する文書

(2) 証明願等窓口で直ちに処理を要する文書

(3) 定例的なもので記載内容を指導する必要のある文書

(4) 台帳の記載事項の更正等に直接関係する文書

第2章 文書の収受及び配付

(到達文書の取扱い) 

第12条 本市に到達した文書(課に直接到達した文書を除く。)は、総務課において受領し、総務課長が
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次に掲げるところにより処理する。 

(1) 書留郵便物又は現金、金券等を添付した文書は、那覇市役所収受印を押印して書留文書・金品

配付簿に記載し、受領印又は署名を徴し、所管する課に配付する。 

(2) 市長又は副市長あての親展文書は、開封せずに秘書広報課に配付する。

(3) 前2号以外の文書(以下「一般文書」という。)で配付先が明らかなものは、開封せずに所管する

課に配付する。 

(4) 一般文書で配付先が不明なものは、開封して配付先を確認し、所管する課に配付する。

2 電子メール又はファクシミリ(以下「電子メール等」という。)により着信したもののうち、課長が

文書として収受すると判断した場合は、電子文書として又は紙に印刷して文書として取り扱うことが

できる。 

(複数の課に関係する文書) 

第13条 文書の内容が複数の課に関係するときは、関係の度合いが最も深い課を主管課とする。ただし、

関係の度合いが同一又は不明確であるときは、文書の内容が記載された部分において、最初に記載さ

れている事項を所管する課を主管課とする。 

2 前項に規定する主管課は、他の関係する課に対し、当該文書について、供覧、写しの送付等の措置

をとらなければならない。 

(所管に属しない文書) 

第14条 課長は、配付を受けた文書が所管に属しないと判断するときは、その理由を付し、直ちに総務

課長へ返付しなければならない。 

2 総務課長は、前項の文書について、企画調整課長の意見を聴いた上で、主管課に配付する。 

(課における文書の収受及び配付) 

第15条 文書主任は、課に直接到達した文書及び総務課長から配付された文書を、次に掲げるところに

より速やかに処理させなければならない。 

(1) 文書は、収受印を押印のうえ、事務担当者に配付する。配付を受けた事務担当者は、文書管理

システムに収受年月日、発信者等必要事項を登録するものとする。

(2) 次の文書については、収受印の押印又は文書管理システムへの登録を省略することができる。

ア 新聞、雑誌、冊子その他これらに類するもの

イ パンフレット、カタログその他これらに類するもの

ウ 礼状、あいさつ状等儀礼的な文書で回答を要しないもの

エ 電子メール等による文書で軽易なもの

オ その他課長が必要がないと認めるもの

(3) 親展文書は、名あて人に配付する。この場合において、名あて人が閲覧後、第1号による登録を

する必要があると認めるときは、直ちに文書主任に返付しなければならない。 

(4) 重要、異例又は緊急の取扱いを要する文書については、直ちに上司の閲覧に供し、その指示を
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受けなければならない。 

(時間外に到達した文書) 

第16条 勤務時間外に到達した文書は、那覇市守衛服務規程(1965年那覇市訓令第14号)の定めるところ

により処理する。 

(LGWAN文書の受信) 

第17条 総務課の文書主任は、LGWAN文書を受信したときは、次に掲げる方法により処理する。 

(1) 受信したLGWAN文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信したLGWAN文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受

領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。 

2 総務課の文書主任は、前項の規定により受領した文書を遅滞なく所管する課に配付するものとする。 

第3章 文書の処理 

(起案及び供覧) 

第18条 起案の処理は、原則として電子決裁によるものとする。この場合において、紙の文書の添付を

要するときは、文書管理システムから添付文書管理票を出力し、これに紙の文書を添付して回議する

ものとする。 

2 配付を受けた文書のうち、特別の処理を必要とせず、単に上司の閲覧に供することをもって足りる

ものは、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。 

(1) 紙の文書の添付を要する場合は、文書管理システムから供覧用紙を出力し、回議するものとす

る。 

(2) 紙の文書の添付を要しない場合は、文書管理システムにより回議するものとする。

(決裁区分) 

第19条 起案文書は、事務決裁規程の定めるところにより処理しなければならない。 

(回議) 

第20条 起案文書は、関係課員、グループリーダー、課長、副部長、部長、政策統括調整監、副市長及

び市長の順に、当該決裁権者まで回議しなければならない。ただし、人事に関する文書で秘密を要す

るものについては、この限りでない。 

(合議) 

第21条 起案文書の内容が、他の部課の所管事務に関係する場合又はその執行について他の部課の同意

を必要とする場合は、当該部課に合議するものとし、その取扱いは、次に掲げるとおりとする。 

(1) 合議は、関係の深い必要最小限の部課について行うこと。

(2) 市長の決裁又は副市長の専決により処理される文書は、部内の他課に合議すべき文書にあって

は主管課長、他部に合議すべき文書にあっては主管部長を経て合議すること。 

(3) 政策統括調整監、部長、副部長又は課長の専決により処理される文書は、専決者の直前の決定

者(政策統括調整監又は部長の専決により処理される文書で部内の他課に合議すべきものについて
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は、主管課長)を経て合議すること。 

2 合議を受けた部課は、合議を受けた内容に関し、速やかに決定するよう努めるものとする。 

3 合議を受けた部課は、合議された内容に関し異議があるときは、主管部長又は主管課長と協議する

ものとする。この場合において、協議してもなお意見が一致しないときは、上司の指示を受けるもの

とする。 

(文書の回付) 

第22条 回議又は合議文書は、必要な審査、協議等十分な時間を確保できるよう余裕をもって回付しな

ければならない。 

(文書の点検審査) 

第23条 課長又はグループリーダーは、事案の決定が適正に行われるよう、次に掲げる事項について、

起案文書を点検及び審査しなければならない。 

(1) 法令等の適合性

(2) 起案様式及び合議先の適否

(3) 決裁区分、保存年限等

(4) 文体、用字、用語等

(5) その他必要な事項

(持ち回り決裁) 

第24条 秘密を要する文書、緊急な処理を必要とする文書及び特に慎重な取扱いを要する文書は、起案

者又はその上司が持ち回って決裁を受けることができる。 

(未処理文書の調査) 

第25条 文書主任は、課に到達した文書で、到達後1月を経過してもなお未処理のものについて調査し、

担当者に速やかに処理するよう指示しなければならない。 

(廃案の場合等の処置) 

第26条 決裁済の起案文書を廃案にし、又は内容を変更した場合は、理由を付して回議の順序に従って

決裁を受けなければならない。この場合において、当該決裁済文書が合議の手続を経ているときも、

同様とする。 

第4章 文書の施行 

(決裁文書の浄書) 

第27条 決裁文書で浄書を要するものは、主管課において浄書しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、賞状等毛筆浄書が必要な文書は、総務課に毛筆浄書の依頼をすることが

できる。 

(文書の発信者名) 

第28条 対外文書の発信者名は、市長名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により、市名、市役所

名又は決裁権限を有する者の職名若しくは部課名を用いることができる。 
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2 対内文書の発信者名は、会計管理者又は部長の職名を用いる。この場合において部長の職名を用い

るときは、主管課を表示しなければならない。 

3 前項の規定にかかわらず、軽易な事項については課長又はこれに相当する職名を用いることができ

る。 

(文書記号及び文書番号) 

第29条 対外文書には、文書記号及び文書番号を付さなければならない。ただし、決裁権者が適当と認

める軽易な文書又は法令等で様式化されている文書については、文書記号及び文書番号を省略するこ

とができる。 

2 対外文書の文書記号は、「那」の1字の次に主管の部名及び課名の頭文字各1字の2字を配置する。た

だし、これにより難い場合は、主管課と調整の上総務課長が決定する。 

3 文書番号は課で付すものとし、原則として会計年度ごとの収発一連の番号とする。 

4 文書が一定期間継続する同一の事案に属するとき、又は同種の文書を多数発送するときの番号は、

当該番号に枝番号を付することができる。ただし、年度内に完結しないものについては、翌年度にお

ける文書の収受又は発送の際、新たに番号を付するものとする。 

5 対内文書には、文書記号及び文書番号は付さない。 

(例規文書等の取扱い) 

第30条 条例、規則及び訓令は、法制契約課備付けの条例簿、規則簿又は訓令簿により番号を付さなけ

ればならない。 

2 指令、達及び通達は、総務課備付けの指令簿、達簿又は通達簿により番号を付さなければならない。

この場合において、指令に付する番号の取扱いについては、前条第4項の規定を準用する。 

3 前項の規定にかかわらず、総務課長が指定する課の指令及び達は、当該課備付けの指令簿又は達簿

により番号を付さなければならない。 

4 告示及び公告は、総務課備付けの告示・公告簿により番号を付さなければならない。 

(公印及び契印) 

第31条 対外文書には、那覇市公印規則(平成9年那覇市規則第10号)の定めるところにより公印を押印

しなければならない。ただし、儀礼的な文書、軽易な文書その他の市長が定める文書については、公

印の押印を省略することができる。 

2 契約書その他のとじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に当該文書に使用した公印で割印しなけれ

ばならない。 

3 対内文書には、公印を押印しない。ただし、重要文書であって特に必要があると認めるものについ

ては、公印を押印することができる。 

4 公印を押印する文書は、契印で原議書と割印しなければならない。ただし、当該文書の性質又は内

容により契印の割印を要しない文書については、この限りでない。 

(文書の発送) 
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第32条 文書の発送は、主管課において行う。 

(LGWAN文書の発信) 

第33条 LGWAN文書を発信するときは、総務課の文書主任が発信するものとする。 

第5章 文書の整理及び保管 

(文書の整理) 

第34条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存

しておかなければならない。 

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等に対する予防の措置をとるとともに、

重要な文書については、非常災害に際し、いつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなけ

ればならない。 

(ファイル基準表)

第35条 主管課において保管するファイル基準表(文書管理システム導入以前の平成15年度までに作成

したものをいう。)の記録を変更する必要が生じた場合は、文書主任において記載事項の変更を記録

するものとし、課長は変更の都度これを総務課長に届け出なければならない。 

(保管場所) 

第36条 文書は、執務中を除き、一定の定められた場所に保管しなければならない。 

2 未完結文書は、事務担当者別の懸案フォルダーに収め、退庁時に所定の位置に保管しなければなら

ない。 

3 秘密文書については、特定の場所に施錠して保管しなければならない。 

(保管期間) 

第37条 完結文書の主管課における保管期間は、原則として1年間(完結の日の属する年度の翌年度3月

31日まで。ただし、暦年により整理した文書(以下「暦年文書」という。)については、完結の日の属

する年の翌年12月31日まで。)とする。 

2 前項の保管の期間は、保存年限に算入するものとする。 

第6章 文書の収納、保存及び廃棄 

(保管文書の収納) 

第38条 各課で保管を終えた文書は、書庫へ収納するものとし、総務課長は、課長あて書庫への収納の

手順等について通知するものとする。 

2 課長は、前項の通知があったときは、指定された日までに書庫へ収納するものとする。ただし、次

の各号のいずれかに該当する文書で課長が特に課で保管する必要があると認める場合は、この限りで

ない。 

(1) 継続事業に係る文書

(2) 事故等による繰越事業に係る文書

(3) その他業務上必要な文書
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3 課長は、収納を完了したときは、文書管理システム上必要な処理をしなければならない。 

(書庫の管理) 

第39条 書庫の管理は、総務課長が行うものとし、総務課長は、書庫内における火災の予防及び非常災

害に対する措置を講じなければならない。 

2 書庫内の保存文書は、主管課において保存年限別、年度別(暦年文書にあっては、年別)及び課別に

整理するものとする。 

(文書の保存年限) 

第40条 法令に特段の定めのある場合を除き、文書の保存年限の種別は、原則として次のとおりとする。 

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 1年保存

2 前項の規定による保存年限の基準は、おおむね次に掲げるとおりとする。 

(1) 永年保存に属するもの

ア 条例、規則その他例規の原本文書

イ 重要な事業計画及びその実施に関する文書

ウ 市史の資料となる重要文書

エ 議会の会議録、議決書等重要文書

オ 国、県の令達その他で特に重要な文書

カ 訴願、訴訟及び審査請求に関する重要な文書

キ 重要な契約書

ク 任免及び賞罰に関する重要文書

ケ 財産、公の施設及び市債に関する重要文書

コ 隣接市町村との分合及び境界変更に関する文書

サ 事務引継に関する重要文書

シ その他アからサまでに準ずる文書

(2) 10年保存に属するもの

ア 金銭の支払に関する証拠書類

イ 行政執行上必要な統計資料

ウ その他ア及びイに準ずる文書

(3) 5年保存に属するもの

ア 主な行政事務の施策に関する文書

イ 行政執行上参考となる統計資料

ウ 市税等各種公課に関する文書
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エ 金銭出納に関する文書

オ その他アからエまでに準ずる文書

(4) 1年保存に属するもの 前3号に属しない文書

(保存年限の始期) 

第41条 文書の保存年限は、その文書が完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算する。

ただし、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。 

(文書保存の方法) 

第42条 文書管理システムによるもののほか、紙文書の保存は、文書保存箱等によって行わなければな

らない。ただし、総務課長が別の方法によることが適当と認めるときは、この限りでない。 

(マイクロフィルムの閲覧)

第43条 職員は、マイクロフィルム文書を閲覧しようとするときはマイクロフィルム文書閲覧簿に所要

事項を記入し、総務課長の承認を得なければならない。 

(保存文書の管理) 

第44条 保存文書の管理は、主管課において行う。 

(保存文書の借覧) 

第45条 職員は、紙の保存文書を借覧しようとするときは、主管課の課長の承認を得なければならない。 

(文書の廃棄) 

第46条 課長は、文書管理システムで処理する文書及びファイル基準表に記載された文書で保存年限を

満了したものは廃棄する。ただし、課長が延長保存を適当と認める文書及び第48条に規定する史料文

書については、この限りでない。 

2 課長は、保存年限が永年保存に属する文書について、当該文書の保存年限の起算日から20年を経過

するごとに、その保存の必要性を精査し、引き続き保存の必要がないと認めるものは、次条の規定に

より廃棄することができる。 

3 総務課長は、保存年限を満了した文書の廃棄の手順等について、課長あて通知する。 

(廃棄の特例) 

第47条 課長は、保存年限を経過しない文書で保存の必要がないと認めるものを廃棄することができる。

この場合において、課長は、総務課長へ報告しなければならない。 

(史料文書) 

第48条 保存年限を満了した文書のうち、史料文書として文化財課長が指定する文書については、文化

財課に移管するものとする。 

(廃棄の方法) 

第49条 紙文書の廃棄は、原則として溶解処理で行うものとする。ただし、当該文書の内容に応じ、焼

却又は裁断の方法により処理できるものとする。 

2 電子文書の廃棄は、原則として電磁的消去で行うものとする。 
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第7章 雑則 

(補則) 

第50条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

付 則 

1 この訓令は、平成20年12月1日から施行する。 

2 那覇市文書取扱規程の特例に関する規程(平成16年那覇市訓令第5号)は、廃止する。 

付 則(平成21年3月31日訓令第2号) 

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。 

付 則(平成25年3月29日訓令第12号) 

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。 

付 則(平成28年2月25日訓令第5号) 

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。 

付 則(平成29年3月31日訓令第5号) 

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。 

付 則(令和3年3月29日訓令第3号) 

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。 

付 則(令和5年3月31日訓令第5号) 

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。 
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○那覇市公用文に関する規程

1967年6月27日 

訓令第5号 

改正 1970年9月1日訓令第8号 

昭和49年3月25日訓令第3号 

昭和51年4月1日訓令第2号 

平成28年2月25日訓令第2号 

(趣旨) 

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか本市における公用文について、基本的な事項を定めるもの

とする。 

(公用文の分類および種類) 

第2条 公用文の分類および種類は、次のとおりとする。 
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2 前項の公用文の種類の意義は、次のとおりとする。 

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定にもとづき議会の議決を経て制定するも

の 

(2) 規則 地方自治法第15条の規定にもとづき市長が制定するもの

(3) 訓令 所属の機関および職員に対して指揮命令するもの
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(4) 指令 申請、願いその他の要求に対し許可、認可等その意志表示をするもの

(5) 達 個人または団体に対し、特定の事項を命令し、またはいつたん与えた許可、認可等の行政

処分を取り消すもの 

(6) 告示 法令等の規定にもとづいてする行政処分で一般に公示するもの

(7) 公告 告示以外のもので一般に公示するもの

(8) 照会 一定の事項について問い合わせるもの

(9) 回答 照会に対して返答するもの

(10) 依頼 一定の行為の実現を相手に求めるもの

(11) 報告 一定の事実、結果等について上司または官公庁等に知らせるもの

(12) 送付 書類、物品等を送る場合に発するもの

(13) 通知 個人または団体に対し一定の事実を知らせるもの

(14) 諮問 一定の機関に対し意見を求めるもの

(15) 答申 諮問を受けた機関が、その諮問事項について意見を述べるもの

(16) 勧告 その権限にもとづいて、特定の事項につき相手方に対し、ある処置をすすめまたは促す

もの 

(17) 建議 付属機関が、その属する行政機関に対し、自発的に意見や希望を申し出るもの

(18) 協議 一定の事項について打ち合わせするもの

(19) 進達 申請、願い等を官公庁に取りつぐもの

(20) 申請 許可、認可、承認等一定の行為を求めるもの

(21) 副申 進達する文書に意見をそえるもの

(22) 通達 所属機関または職員に対し、一定の行為を命じもしくは一定の事実を通知するもので、

主として職務運営上の細目的事項を指示するもの 

(23) 依命通達 通達事項を補助機関が、市長から命を受けて自己の名で発するもの

(24) 願い 一定の事項を願い出るもの

(25) 届け 所定の届出事項を届け出るもの

(26) 上申 上司または官公庁に意見または事実を申し出るもの

(27) 内申 主として人間関係事項について上申するもの

(28) 復命 上司から命ぜられた任務の結果を報告するもの

(29) 辞令 任免、勤務、給与等について命令するもの

(30) その他の部内文書 事務引継書、始末書等

(31) 契約 当事者がある事項について一定の法律効果を発生させる目的で取り交わすもの

(32) 議案 市議会に付議すべきもの

(33) 証明 一定の事実について証明するもの

(34) 賞状 賞状、表彰状、感謝状等
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(35) 式辞 式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等

(36) 請願 損害の救済、法令の制定改廃その他の事項について要望するもの

(37) 陳情 事情を申し立てて頼むもの

(38) 書簡 案内状、礼状、あいさつ状等

(39) 争訟関係文書 審査請求書、決定書、裁決書等

(40) その他の一般文書 申込書、請求書、領収書、徴税令書等

(公用文の書式) 

第3条 公用文は、次の各号に掲げるものを除くほか、左横書きとする。 

(1) 法令の規定により、様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁において、様式を縦書きと定められているもの

(3) 広報紙

(4) 賞状、式辞その他これらに類するもののうち、縦書きが適当と認められるもの

(5) その他やむを得ないもので縦書きを必要とするもの

(公用文作成の要領) 

第4条 公用文は、次の事項に注意して作成しなければならない。 

(1) 文字は、くずしたりつづけたりして書かないで、かい書でていねいに書くこと。

(2) 内容の趣旨がわかるように簡潔な標題(件名)をつけること。

(3) 文章は、なるべく区切つて短かくし、内容に応じて箇条書きにするなど、わかりやすい文にす

ること。 

(4) 文章の段落では、行をあらためること。ただし、次の文章が「ただし」ではじまるもの、「こ

の」「その」でつけ加えるものは行をあらためない。 

(5) 必要な句とう点を用いること。

(6) 文章には、必要な濁点、半濁点をつけること。

(文体) 

第5条 文体は「である」を基調とする口語体を用いるものとする。ただし、申請、依頼その他対外文

書については「ます」を基調とする口語体を用いる。 

(用語) 

第6条 用語は、つとめてむずかしいことばをさけ、日常使われているやさしいことばを用いるものと

する。 

2 前項の規定は、正確かつ明りような表現をそこなわない範囲において、法規文の用語についても適

用があるものとする。 

(用字) 

第7条 文字は、漢字とひらがなを交えて用いるものとする。ただし、特に必要があるものについては、

かたかなを用いることができる。 
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(数字) 

第8条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、数の感じを失つた熟語、固有名詞または大きな数の

単位として用いる場合、その他アラビア数字では誤りを生ずるおそれがあると認める場合においては、

漢数字を用いる。 

(符号等) 

第9条 おもなくぎり符号およびその用い方は、次のとおりとする。 

くぎり符号 用い方 

「。」(まる) 1 一つの文を完全に言いきつたところに用いる。 

2 「…すること」、「とき」等で列記するときに用い、事物の名称を

列記するとき、または題目等には用いない。 

「、」(てん) 文中で、ことばの切れ続きを明らかにする必要があるところに用いる。 

「，」(コンマ) 数字を3位ごとに区切るときに用いる。 

「・」(なかてん) 事物の名称を列記するとき、または外来語の区切りに用いる。 

「．」(ピリオド) 小数を示す場合に用いる。 

「～」(なみがた) 時、所、数量等を継続的に示す場合に用いる。 

「‐」(はいふん) 語句の説明の言いかえ、または丁目、番地を省略して表示する場合に用

いる。 

「…」(傍点) 語意の強調、または注意のために語句の上に用いる。 

「―」(傍線) 語意の強調、または注意のために語句の下に用いる。 

「( )」(かつこ) 一つの語句、または文のあとに注記を加えるときにその注記をはさんで

用いる。 

「〔 〕」(そでかつこ) ( )の中でさらに必要があるときに用いる。 

「{ } 」(そとかつこ) ( )をくくるときに用いる。 

「「 」」(かぎかつこ) 利用する語句もしくは文、または特に強調しようとする語句をはさんで

用いる。 

「『 』」(二重かぎかつこ) 「 」の中で、さらにかぎを用いる必要があるときに用いる。 

「→」(矢じるし) 左の語句を右の語句に書きかえることを示す場合などに用いる。 

2 「￥」は、別に定めるもののほか、金額を表示する場合に数字の頭部に用いる。ただし、まとまつ

たひと続きの文中においては、この限りでない。 

3 長さ、面積、体積および重さ等を表わす単位で、メートル(m)、平方メートル(m2)、立方メートル(m3)

およびキログラム(Kg)等は、表中および説明的に単位を示すときに用いることができる。 

(見出し記号) 

第10条 見出し記号は、次のように用いる。 

(1) 法規文の場合
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(2) 法規文以外の文書の場合

2 見出し記号には「、」、「．」等のくぎり符号は用いない。 

(配字) 

第11条 公用文の配字は、次のとおりとする。 

(1) 章名の初字は第4字目とし、章を節、款などにわかつ場合の節名、款名などの初字は、それぞれ

1字右によせる。 

(2) 条名の初字は、第1字目とし、条文が2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第2字目とす

る。 

(3) 項名の数字は、第1字目とし、項以下の見出し記号は、それぞれ1字右によせる。

(4) 「付則」の初字は、第4字目とし、「付」と「則」の間を1字分あける。

(5) 文書番号その他番号は、記入面の右上に書き、その末字は末尾から第2字目とする。

(6) 日付を記入面の右上に書く場合の末字は、末尾から第2字目とし、記入面の左よりに書く場合の

初字は第4字目とする。 

(7) あて先の初字は、第2字目とする。

(8) 発信人その他氏名等を記入面の右に書く場合の末字は、末尾から第2字目とする。ただし、印を

おす必要があるものについては、末字と末尾との間に印をおすあきをとる。 

(9) 標題(件名)は、発信人等の間に1行あけて書く。

(10) 標題(件名)の初字は、第4字目とし、2行以上にわたるときは、各行の初字をそろえ、全体とし

て本文の中央部におさまるように書く。 

(11) 文書の書出しの初字(文章の段落で行をあらためる場合も同じ。)は、第2字目とし、2行以上に

わたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。 

(12) 法規文以外の文書の見出し記号は、区分のはじめの数字は第1字目とし、以下それぞれ1字右に

よせる。 

(13) 見出し記号と次にくる用語または文との間は1字分あける。

(細則) 

第12条 この訓令に定めるもののほか公用文の文体、用語、用字および形式等について必要な事項は、

市長が別に定める。 
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付 則 

1 この訓令は、1967年7月1日から施行する。 

2 那覇市公文例式及び用語用字等に関する規程(1960年那覇市訓令第8号)は、廃止する。 

付 則(1970年9月1日訓令第8号) 

この訓令は、公表の日から施行する。 

付 則(昭和49年3月25日訓令第3号) 

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。 

付 則(昭和51年4月1日訓令第2号) 

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。 

付 則(平成28年2月25日訓令第2号) 

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。 
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○那覇市公印規則

平成9年4月1日 

規則第10号 

改正 平成9年7月1日規則第27号 

平成10年4月1日規則第19号 

平成10年7月2日規則第35号 

平成11年4月1日規則第7号 

平成11年6月1日規則第40号 

平成11年11月10日規則第50号 

平成12年3月31日規則第14号 

平成12年6月12日規則第69号 

平成12年11月15日規則第79号 

平成13年2月1日規則第3号 

平成13年3月30日規則第9号 

平成13年6月1日規則第21号 

平成13年11月29日規則第43号 

平成14年3月29日規則第25号 

平成14年7月29日規則第49号 

平成15年3月31日規則第7号 

平成15年5月30日規則第55号 

平成16年3月29日規則第20号 

平成16年6月1日規則第28号 

平成17年3月30日規則第18号 

平成18年2月17日規則第6号 

平成18年3月31日規則第22号 

平成19年3月30日規則第25号 

平成19年7月2日規則第37号 

平成20年3月28日規則第23号 

平成24年3月30日規則第30号 

平成25年3月29日規則第60号 

平成26年3月27日規則第14号 

平成28年3月29日規則第26号 

平成31年3月26日規則第14号 

令和2年3月31日規則第27号 
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令和4年1月26日規則第5号 

那覇市公印規則(1965年那覇市規則第22号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の公印について必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 公印 本市の公文書に使用する印章で、庁印及び職印をいう。

(2) 新調 公印を新たに作製することをいう。

(3) 改刻 公印の事故、摩滅その他の理由により、当該公印と同じ刻字をもってこれに代わる公印

を作製することをいう。 

(4) 廃止 組織及び職名の廃止及び改正並びに公印の改刻により不要となった公印の使用をやめる

ことをいう。 

(公印の目的) 

第3条 公印は、その印影を押すことにより、押印のなされた文書が真正なものであることを証明する

ことを目的とする。 

(公印の種類) 

第4条 庁印は庁名をもって発する文書に用い、その種類は次のとおりとする。 

(1) 市印

(2) 所印

2 職印は職名をもって発する文書に用い、その種類は次のとおりとする。 

(1) 市長印

(2) 副市長印

(3) 会計管理者印

(4) 部長(これに相当する職を含む。)印

(5) 課長(これに相当する職を含む。)印

(6) 収納取扱員印

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令、条例、規則又は訓令に基づく職の呼称字句をもって設定す

る印章で、市長が必要と認めるもの 

(公印の名称等) 

第5条 公印の名称、主用途及び管守者は、別表第1から別表第4までのとおりとする。 

2 公印の書体は、れい書又はかい書とする。 

(公印取扱いの原則) 

第6条 公印は、慎重に取り扱い、盗難又は不正使用のないように管理を厳重にするとともに、堅固な

容器に納め、勤務時間外にあっては、錠のかかる場所に保管しなければならない。 
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(公印の管守者) 

第7条 公印の管守者(以下「管守者」という。)は、公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責

任を負う。 

(公印取扱主任) 

第8条 管守者は、所属職員のうちから公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を指名するものとす

る。 

2 前項の規定により取扱主任を指名し、又は変更したときは、速やかに総務部総務課長(以下「総務課

長」という。)に通知しなければならない。 

3 取扱主任は、管守者の命を受け、公印の取扱い、保管その他公印に関する事務に従事する。 

(公印台帳) 

第9条 総務課長は、公印台帳を作成し、公印の新調、改刻、廃止又は廃棄の都度必要な事項を記載し、

整理しなければならない。 

(公印の新調及び改刻) 

第10条 管守者は、公印を新調又は改刻する必要があると認めるときは、公印新調(改刻)申請書を総務

課長に提出しなければならない。 

2 総務課長は、前項の申請を承認したとき又は組織改編により公印を新調する必要があると認めたと

きは、公印を新調又は改刻し、管守者に交付する。 

(公印の用途又は保管場所の変更) 

第11条 管守者は、公印の用途又は保管場所を変更しようとするときは、公印用途等変更申請書により

総務課長の承認を受けなければならない。 

(廃止公印の処分) 

第12条 管守者は、廃止となった公印を、公印引継書により速やかに総務課長に引き継がなければなら

ない。 

2 総務課長は、前項により引継ぎを受けた公印を、焼却その他の方法により廃棄処分しなければなら

ない。 

(事故報告) 

第13条 管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに必要な処置を講じ、公印

事故報告書により総務部長に速やかに報告しなければならない。 

(公印使用の記録) 

第14条 管守者は、公印使用の記録を文書管理システム(コンピュータにより文書の処理及び管理を行

うシステムをいう。以下同じ。)により管理する場合は、公印使用の都度、文書管理システムに押印

月日、公印の種類等必要事項を入力しなければならない。 

2 管守者は、公印使用の記録を文書管理システムにより管理しない場合は、公印使用の都度、次に掲

げる帳簿又は総務課長が指定した文書に前項の必要事項を記入しなければならない。ただし、当該文
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書に必要事項の記載があるときは、その記入を省略することができる。 

(1) 文書収発簿

(2) 特例の帳簿

(3) 公印使用簿

(公印の押印) 

第15条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。 

2 公印の押印を求めようとする者は、押印を必要とする文書に決裁文書を添えて、管守者に提示しな

ければならない。 

3 管守者は、前項の規定により提出された文書につき押印を適当と認めるときは、決裁文書に認印し、

又は署名した後、鮮明かつ正確に押印しなければならない。 

(事前押印) 

第16条 前条の規定にかかわらず、管守者が文書施行の日時、場所その他の事情により、あらかじめ公

印を押印する必要があると認めるものについては、当該文書の施行前に公印を押印(以下「事前押印」

という。)することができる。 

2 前項の規定により事前押印をする場合は、公印事前押印承認申請書により管守者の承認を受けなけ

ればならない。 

3 主管課長は、事前押印した文書については、当該文書の不正使用等がないように保管を厳重にしな

ければならない。 

(印影印刷) 

第17条 一定の内容の文書を多数印刷する場合又は市長が必要と認める場合は、第15条に規定する公印

の押印に代えて、公印の印影又はこれを拡大若しくは縮小した印影を印刷することができる。 

2 前項の規定により印影を印刷した文書を作成する場合は、公印印影印刷承認申請書により管守者の

承認を受けなければならない。 

(電子計算機による公印印影の印刷) 

第18条 電子計算機により公印の印影又はこれを拡大若しくは縮小した印影(以下「電子印影」という。)

を文書等に印刷することにより公印の押印に代えることができる。 

2 前項の規定により印影を印刷する場合は、電子印影印刷承認申請書により管守者の承認を受けなけ

ればならない。 

3 前2項の規定により印影を印刷する場合においては、主管課長は、印影の不正使用及び文書の偽造を

防止するため必要な措置を講じなければならない。 

(職務代理の場合の公印) 

第19条 市長、会計管理者、福祉事務所長又は消防局長の職務を職務代理者が代理する場合は、職務代

理者は、職務を代理される者の公印を使用するものとする。 

(公印の持出し) 
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第20条 公印を持ち出す必要があるときは、公印持出許可申請書により、管守者の許可を受けなければ

ならない。 

2 前項の許可により公印を持ち出した者は、公印の使用を終えたときは、直ちに公印を返納しなけれ

ばならない。 

(公印の使用状況調査) 

第21条 総務課長は、公印の管守、使用状況等について調査し、又は報告を求めることができる。 

(使用の例外) 

第22条 那覇市収納取扱員印については、第14条、第15条及び第20条の規定は、適用しない。 

(様式) 

第23条 公印台帳の様式その他の様式は、市長が定める。 

付 則 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 改正後の那覇市公印規則の規定にかかわらず、なお当分の間、適宜修正の上従前の様式を使用する

ことができる。 

付 則(平成9年7月1日規則第27号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成10年4月1日規則第19号) 

この規則は、平成10年4月1日から施行する。 

付 則(平成10年7月2日規則第35号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成11年4月1日規則第7号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成11年6月1日規則第40号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成11年11月10日規則第50号) 

この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。 

付 則(平成12年3月31日規則第14号) 

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条中別表第1市長部局の部イ職印の項2助役

印、収入役印、部(所、局)長印、課(室、所、館)長印その他の職印の号16の改正規定は、公布の日から

施行し平成12年1月15日から適用する。 

付 則(平成12年6月12日規則第69号) 

この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。 

(1) 改正後の那覇市公印規則別表第1市長部局の部イ職印の項2助役印、収入役印、部(所、局)長印、

課(室、所、館)長印その他の職印の号16 平成12年4月1日 
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(2) 改正後の那覇市公印規則別表第1市長部局の部イ職印の項1市長印の号8 平成12年5月17日

付 則(平成12年11月15日規則第79号) 

この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。 

(1) 改正後の那覇市公印規則別表第1市長部局の部イ職印の項1市長印の号26 平成12年4月1日

(2) 改正後の那覇市公印規則別表第1市長部局の部イ職印の項1市長印の号16及び17 平成12年4月12

日 

付 則(平成13年2月1日規則第3号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成13年3月30日規則第9号) 

この規則は、平成13年4月1日から施行する。 

付 則(平成13年6月1日規則第21号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成13年11月29日規則第43号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成14年3月29日規則第25号) 

この規則は、平成14年4月1日から施行する。 

付 則(平成14年7月29日規則第49号) 

この規則は、平成14年8月1日から施行する。 

付 則(平成15年3月31日規則第7号抄) 

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。 

付 則(平成15年5月30日規則第55号) 

この規則は、平成15年6月2日から施行する。 

付 則(平成16年3月29日規則第20号) 

この規則は、平成16年4月1日から施行する。 

付 則(平成16年6月1日規則第28号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成17年3月30日規則第18号) 

この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

付 則(平成18年2月17日規則第6号) 

この規則は、平成18年3月1日から施行する。 

付 則(平成18年3月31日規則第22号) 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

付 則(平成19年3月30日規則第25号) 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 
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付 則(平成19年7月2日規則第37号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成20年3月28日規則第23号) 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

付 則(平成24年3月30日規則第30号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

付 則(平成25年3月29日規則第60号) 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

付 則(平成26年3月27日規則第14号) 

この規則は、平成26年4月1日から施行する。 

付 則(平成28年3月29日規則第26号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

付 則(平成31年3月26日規則第14号) 

この規則は、平成31年4月1日から施行する。 

付 則(令和2年3月31日規則第27号) 

この規則は、令和2年4月1日から施行する。 

付 則(令和4年1月26日規則第5号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第1(第5条関係) 

市長部局の庁印 

名称 主用途 管守者 

市印 市名をもってする文書(印影印刷及び電子印影を含む。) 総務課長 

市役所印 市役所名をもってする文書(印影印刷を含む。) 総務課長 

別表第2(第5条関係) 

市長部局の職印 

名称 主用途 管守者 

市長印 賞状、表彰状等 総務課長 

市長名をもってする契約書 総務課長 

市長名をもってする一般文書 総務課長 

市長名をもってする一般文書(印影印刷のみ) 総務課長 

市長名をもってする一般文書(電子印影のみ) 総務課長 

課(室)における一般文書 各課(室)長 

支所における一般文書 各支所長 

副市長印 副市長名をもってする文書 総務課長 
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会計管理者印 会計管理者名をもってする文書 出納室長 

会計管理者名をもってする文書(印影印刷及び

電子印影のみ) 

出納室長 

部長印 部長名をもってする文書 各部の総括課の長 

福祉事務所長印 福祉事務所長名をもってする文書 福祉政策課長 障がい福

祉課長 

福祉事務所長名をもってする文書(印影印刷及

び電子印影のみ) 

福祉政策課長 

保健所長印 保健所長名をもってする文書 保健総務課長 

部の課長印 課長名をもってする文書 各部の総括課の長 

課(室)長印 課(室)長名をもってする文書 各課(室)長 

支所長印 支所長名をもってする文書 各支所長 

那覇市収納取扱員印 現金領収証書 各収納出納員 

園長印 園長名をもってする文書 各認定こども園の園長 

児童館長印 児童館長名をもってする文書 各児童館長 

那覇市固定資産評価員印 固定資産評価員名をもってする文書 資産税課長 

那覇市建築主事印 建築主事名をもってする文書 建築指導課長 

別表第3(第5条関係) 

消防局の庁印 

名称 主用途 管守者 

消防局印 消防局名をもってする文書 消防局総務課長 

消防署印 消防署名をもってする文書 各消防署長 

別表第4(第5条関係) 

消防局の職印 

名称 主用途 管守者 

消防局長印 消防職員手帳 消防局総務課長 

消防局長名をもってする文書 消防局総務課長 

消防署長印 消防署長名をもってする文書 各消防署長 

消防団長印 消防団長名をもってする文書 消防局総務課長 

消防局課長印 消防局課長名をもってする文書 消防局各課長 
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○那覇市規則に規定する様式における押印の取扱いの特例に関する規則

平成7年3月6日 

規則第1号 

改正 平成9年4月1日規則第9号 

平成11年4月1日規則第6号 

平成18年12月28日規則第60号 

平成20年3月28日規則第22号 

平成21年9月30日規則第40号 

平成21年9月30日規則第41号 

平成22年3月31日規則第9号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、那覇市の規則に規定する様式における押印の取扱いの特例について定めるものと

する。 

(押印の省略) 

第2条 別表に掲げる様式番号の様式を用いて申請等の手続をしようとする者は、当該様式の規定にか

かわらず、押印をしないで当該申請等の手続をすることができる。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成7年3月1日から適用する。 

付 則(平成9年4月1日規則第9号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成11年4月1日規則第6号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成18年12月28日規則第60号)抄 

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

付 則(平成20年3月28日規則第22号抄) 

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

付 則(平成21年9月30日規則第40号抄) 

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。 

付 則(平成21年9月30日規則第41号抄) 

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。 

付 則(平成22年3月31日規則第9号抄) 

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

別表 

規則 様式番号 
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那覇市印鑑条例施行規則(昭和51年那覇市規則第43号) 第9号様式 

那覇市民スポーツ広場条例施行規則(昭和63年那覇市

規則第12号) 

第1号様式、第3号様式、第6号様式、第7号様式、

第8号様式 

那覇市保育所入所措置等に関する条例施行規則(昭和

62年那覇市規則第11号) 

第1号様式、第3号様式、第4号様式 

那覇市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

施行規則(昭和50年那覇市規則第36号) 

第2号様式 

那覇市老人憩の家条例施行規則(平成3年那覇市規則第

36号) 

第1号様式 

那覇市民会館条例施行規則(1970年那覇市規則第26号) 第1号様式、第2号様式、第5号様式、第9号様式、

第10号様式、第13号様式 

那覇市パレット市民劇場条例施行規則(平成3年那覇市

規則第22号) 

第1号様式、第2号様式、第5号様式、第8号様式、

第9号様式、第10号様式、第13号様式、第14号様

式 

那覇市保健センター条例施行規則(平成4年那覇市規則

第25号) 

第1号様式 

那覇市乳児医療費助成条例施行規則(平成5年那覇市規

則第18号) 

第1号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式 

那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する規

則(平成5年那覇市規則第19号) 

第13号様式 

那覇市霊園条例施行規則(昭和47年那覇市規則第47号) 第1号様式、第4号様式、第6号様式、第10号様式、

第11号様式 

那覇市識名霊園付属納骨堂条例施行規則(1957年那覇

市規則第18号) 

第1号様式、第2号様式、第4号様式、第7号様式 

那覇市飼い犬条例施行規則(昭和49年那覇市規則第7

号) 

第1号様式、第4号様式 

那覇市立職業訓練所条例施行規則(1965年那覇市規則

第2号) 

第1号様式、第6号様式、第8号様式、第9号様式 

那覇市働く婦人の家条例施行規則(昭和56年那覇市規

則第3号) 

第1号様式 

那覇市ハブ対策条例施行規則(昭和55年那覇市規則第8

号) 

第1号様式、第4号様式、第5号様式 

那覇市伝統工芸館条例施行規則(平成5年那覇市規則第

21号) 

第1号様式、第3号様式、第6号様式、第7号様式、

第8号様式、第10号様式 
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那覇市営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和49年那

覇市規則第1号) 

第1号様式、第5号様式、第11号様式、第12号様式、

第20号様式、第22 

号様式、第26号様式、第29号様式、第31号様式の

2、第32号様式、第34号様式 

那覇市営住宅敷地内駐車場使用規則(平成5年那覇市規

則第47号) 

第1号様式、第3号様式 

那覇市公園条例施行規則(1970年那覇市規則第5号) 第1号様式、第3号様式の2、第8号様式 

那覇市火災予防条例施行規則(昭和47年那覇市規則第

53号) 

第1号様式の2、第1号様式の4、第1号様式の5、第

2号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式、第

6号様式、第7号様式、第8号様式、第9号様式、第

10号様式、第11号様式、第11号様式の2、第12号

様式、第12号様式の2、第13号様式、第13号様式

の2 
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○那覇市守衛服務規程 

1965年9月21日 

訓令第14号 

(趣旨) 

第1条 この規程は、守衛の服務に関して必要な事項を定めるものとする。 

(管財課長の監督) 

第2条 守衛は、総務部管財課長(以下「管財課長」という。)の指揮監督を受け、庁舎内外の警備その

他の庶務に従事しなければならない。 

(任務) 

第3条 守衛の任務は、次のとおりとする。 

(1) 那覇市庁舎管理規則(昭和50年那覇市規則第40号)に係る庁舎の警備、取締り等に関すること。 

(2) 庁舎の出入口の開閉に関すること。 

(3) 外来者の案内に関すること。 

(4) 職員の勤務時間外、週休日又は休日における文書の収受、保管及び緊急を要する文書の取扱い

に関すること。 

(5) 火気の取締り及び盗難の予防に関すること。 

(6) 各室のかぎの管守に関すること。 

(7) その他臨時の事務及び上司の特に命ずること。 

(服務) 

第4条 守衛は、常に周到な注意の下にその職責を果たし、非常に際しては、臨機の処置をとらなけれ

ばならない。 

2 守衛は、勤務上必要な場合を除くほか、休憩時間でも常に指定された勤務場所にあっていつでも職

責を遂行できる態勢を保持しなければならない。 

3 守衛は、勤務時間中、常に庁舎内外を巡視してその取締り及び警戒に当たらなければならない。た

だし、1人は必ず所定の勤務場所にとどまらなければならない。 

(収受文書の処置) 

第5条 守衛は、職員の勤務時間外、週休日又は休日においては、次に掲げるところにより事務を処理

しなければならない。 

(1) 収受した文書その他の物品は、厳重に保管すること。 

(2) 電話又は口頭で受理した事項はその要旨を記録し、重要又は急を要するものは速やかに関係者

に通知すること。 

(登退庁簿の記載) 

第6条 守衛は、職員が勤務時間外、週休日又は休日に登庁し、又は退庁したときは、その時刻を正確

に時間外登退庁簿(第1号様式)に記入させ、これに押印しなければならない。 
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(出入りの取締り等) 

第7条 守衛は、勤務時間外、週休日又は休日には職員以外の者にあっては、いかなる人であってもみ

だりに庁舎内に出入りすることをやめさせなければならない。ただし、用務により必要と認めるとき

は、守衛勤務日誌(第2号様式)に住所、氏名及び用件を記載して出入りさせることができる。 

(破損箇所の報告) 

第8条 守衛は、庁舎内外の破損箇所を発見したときは、その原因を調べ、直ちに管財課長に報告しな

ければならない。 

(清潔保持の事務) 

第9条 守衛は、常に掃除夫、作業人と連絡して、庁舎内外の清潔保持に努めなければならない。 

(勤務上の心得) 

第10条 守衛は、勤務に当たっては礼儀を正し、言動に注意し、外来者に対しては特に懇切に応対しな

ければならない。 

(制服制帽の着用) 

第11条 守衛は、服務中は、制服制帽を着用しなければならない。 

(勤務日誌等の引継ぎ) 

第12条 守衛は、交代の場合には、事故の有無その他庁舎内外の取締り上後日参考となる事項を守衛勤

務日誌に記載し、時間外登退庁簿とともに次番者に引き継がなければならない。 

2 収受文書その他の物品は、職員の勤務時間外、週休日又は休日にあっては次番者に、職員の勤務中

にあっては管財課長に、引き継がなければならない。 

3 第1項の守衛勤務日誌及び時間外登退庁簿は、管財課長の閲覧を受けなければならない。 

付 則 

この訓令は、1965年9月24日から施行する。 

付 則(昭和50年12月1日訓令第12号) 

この訓令は、昭和50年12月1日から施行する。 

付 則(昭和53年9月1日訓令第6号) 

1 この訓令は、昭和53年9月1日から施行する。 

2 この訓令施行の際、現に使用している諸様式は、なお当分の間適宜修正の上使用することができる。 

付 則(平成7年3月31日訓令第3号) 

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。 

付 則(平成17年3月31日訓令第5号) 

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 

付 則(平成19年3月30日訓令第4号) 

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 

付 則(平成19年4月27日訓令第9号) 
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この訓令は、平成19年5月1日から施行する。 
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第1号様式 
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第2号様式
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○那覇市情報公開条例 

平成26年3月27日 

条例第26号 

那覇市情報公開条例(昭和63年那覇市条例第1号)の全部を改正する。 

目次 

第1章 総則(第1条―第4条) 

第2章 公文書の公開(第5条―第18条) 

第3章 審査請求の諮問等(第19条―第21条) 

第4章 情報公開の総合的な推進(第22条―第24条) 

第5章 雑則(第25条―第28条) 

付則 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、市の保有する公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、日本国憲法

の保障する基本的人権としての知る権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な

事項を定めることにより、市が市政について市民に説明する責務を全うするようにして、市政への市

民参加を一層推進し、及び市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した公

正かつ民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 公文書 実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律

第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員を含む。)が職務上作

成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職

員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げる

ものを除く。 

ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売されるもの及び実施機関以外のも

のが無償頒布することを目的として発行するもの 

イ 市の図書館、博物館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資

料として特別の管理がされているもの 

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資

産評価審査委員会、消防局長、上下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人をい

う。 

(実施機関の責務) 
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第3条 実施機関は、市民の知る権利が十分に保障されるよう、この条例を解釈し、運用しなければな

らない。 

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報が

みだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。 

(公開を請求するものの責務) 

第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即し、公文書の公開を求める権利を適正に

行使するとともに、その権利の行使によって得た公文書を適正に使用しなければならない。 

2 公文書の公開を請求するものは、この条例に基づく公文書の公開を求める権利を濫用してはならな

い。 

第2章 公文書の公開 

(公文書の公開を請求する権利) 

第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の所管する事務に係る公文書の公開を請求することが

できる。 

2 前項の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、

公開請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができる。 

(公開請求の手続) 

第6条 公開請求は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。 

(1) 公開請求をしようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は

事業所の所在地及び代表者の氏名) 

(2) 公文書の名称、内容、範囲その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項 

(3) その他実施機関の定める事項 

2 公開請求をしようとするものは、実施機関が公文書の特定を容易に行えるよう必要な協力をしなけ

ればならない。 

3 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公

開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合にお

いて、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

(公文書の公開義務) 

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非

公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公

開しなければならない。 

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)により、明らかに守秘義務が課されている情報 

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録

され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)
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により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識

別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公に

することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 

ウ 当該個人が次に掲げる者(以下「公務員等」という。)である場合において、当該情報がその職

務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務

遂行の内容に係る部分(当該氏名を公にすることにより当該公務員等の権利利益を不当に害する

おそれがある場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分) 

(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項の国家公務員(独立行政法人通則法(平成

11年法律第103号)第2条第4項の行政執行法人の役員及び職員を除く。) 

(イ) 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140

号)第2条第1項の独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員 

(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条の地方公務員 

(エ) 地方独立行政法人の役員及び職員 

エ ウに掲げる者のほか、当該個人が次に掲げる機関の会議において意見の表明又は説明を行った

場合において、当該情報が当該意見の表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、

当該個人の氏名及び当該意見の表明又は説明の内容に係る部分(当該氏名を公にすることにより

当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該意見の表明又は説明の内

容に係る部分) 

(ア) 行政委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項の委員会及び委員並びに

同条第3項の委員会をいう。以下同じ。) 

(イ) 附属機関(地方自治法第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条

の規定により設置する附属機関をいう。以下同じ。) 

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法

人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にするこ

とにより、当該法人等又は個人に著しい不利益を与えることが明らかであるもの。ただし、次に掲

げる情報を除く。 

ア 法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護する

ため、公にすることが必要と認められる情報 

イ 市民の生活に影響を及ぼす法人等又は個人の違法又は著しく不当な行為に関する情報 

(4) 行政執行に関する情報であって、次に掲げるもの 

ア 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び

地方独立行政法人(以下この号及び第15条において「国等」という。)の機関との間における審議、
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検討、調査等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼす

おそれがあるもの 

イ 公にすることにより、市の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、試験又は租税の賦

課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当

な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの 

ウ 公にすることにより、市の機関又は国等の機関が行う契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、

市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの 

エ 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公

共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められるもの 

オ その他市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業の性質上、公にすることにより、当該事務

又は事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすことが明らかなもの 

2 実施機関は、公開請求に係る公文書が前項に該当する公文書であっても、期間の経過によって当該

公文書を非公開とする理由がなくなったときは、当該公文書を公開しなければならない。 

(部分公開) 

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合(当該非公開情報

が記録されている部分を区分して除くことが困難である場合を除く。)は、公開請求者に対し、当該

非公開情報が記録されている部分を除いた部分につき公開しなければならない。 

2 公開請求に係る公文書に前条第1項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)

が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別するこ

とができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそ

れがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、

前項の規定を適用する。 

(公益上の理由による裁量的公開) 

第9条 実施機関は、当該実施機関が保有する公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、

公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。 

2 実施機関は、前項の規定により公文書を公開するときは、あらかじめ那覇市情報公開・個人情報保

護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。 

(公文書の存否に関する情報) 

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書の存否を答えるだけで、非公開情報を公開するこ

ととなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否すること

ができる。 

2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、規則で定めるところにより、その旨を

審議会に報告しなければならない。 
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(権利の濫用) 

第11条 実施機関は、この条例本来の目的を逸脱し、社会通念上適正な権利行使と認めることができな

い公開請求があったときは、権利の濫用として、当該公開請求を拒否することができる。 

2 前項の規定は、公開請求者の言動、公開請求の内容、方法等から、次の各号のいずれかに該当する

ことが明らかに認められるときにおいてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張して解釈す

るようなことがあってはならない。 

(1) 当該公開請求の目的が公文書の公開以外にあること。 

(2) 公開請求者が当該公文書の公開を受ける意思のないこと。 

3 実施機関は、第1項の規定により公開請求を拒否したときは、規則で定めるところにより、その旨を

審議会に報告しなければならない。 

(公開請求に対する措置) 

第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、速

やかに当該決定の内容を公開請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、当該

公文書を閲覧、視聴又は聴取により公開するときは当該公文書を公開する日時及び場所を、当該公文

書の写し(電磁的記録を用紙に出力したもの又は電磁的記録媒体に複写したものを含む。以下同じ。)

の交付により公開するときは交付の期間及び場所(当該交付を郵送により行う場合は、第17条第1項本

文の費用及び同条第2項の手数料を納付する期限)を併せて通知しなければならない。 

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第10条第1項及び前条第1項の規定によ

り公開請求を拒否するとき並びに公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開を

しない旨の決定をし、速やかに当該決定の内容を公開請求者に書面により通知しなければならない。 

3 前2項の規定による通知(公開請求に係る公文書の全部を公開するときを除く。)には、公開しないこ

ととする根拠規定及び当該根拠規定を適用する理由をできる限り具体的に記載しなければならない。 

4 実施機関は、第1項後段の日時及び場所を、公開請求者の意見を聴いた上で決定するものとする。た

だし、公開請求者と連絡が取れない等の理由により意見を聴くことができないときは、この限りでな

い。 

5 第2項の場合において、実施機関は、非公開と決定した公文書が期間の経過により第7条第1項各号に

規定する情報に該当しなくなることが明らかであるときは、併せてその該当しなくなる時期を明示し

なければならない。 

(公開決定等の期限) 

第13条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から

起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第3項の規定により補正を求めた場合にあっ

ては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に

規定する期間が満了する日の翌日から起算して、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める日
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数を限度として期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、

遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

(1) 第9条第2項の規定により審議会の意見を聴く場合 審議会の審議に要する期間を考慮した日数 

(2) 第15条第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与える場合 意見書提出に要する

期間を考慮した日数 

(3) 前2号以外の場合 30日 

3 公開請求者は、第1項に規定する期間内に公開決定等がされない場合であって前項の規定による通知

がないとき、又は同項に規定する延長後の期間内に公開決定等がされない場合には、次条第1項後段

の規定による通知を受けた場合を除き、実施機関が公開請求に係る公文書について前条第2項の決定

をしたものとみなすことができる。 

(公開決定等の期限の特例) 

第14条 同一の実施機関に対する公開請求の件数が同時期に大量にある、又は公開請求に係る公文書が

著しく大量であるため、前条第2項に規定する延長後の期間内にその全てについて公開決定等をする

ことにより実施機関の事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同条第1項及び第2項

の規定にかかわらず、実施機関は、当該公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該延長後

の期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすることができる。

この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事

項を書面により通知しなければならない。 

(1) 本条を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限 

2 公開請求者は、前項第2号の期限内に公開決定等がされない場合には、実施機関が同項の残りの公文

書について第12条第2項の決定をしたものとみなすことができる。 

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 

第15条 公開請求に係る公文書に市、国等及び公開請求者以外のもの(以下この条、第20条第3項第3号

及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開

決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該公開請求に係る公文書の表示その他規

則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定(第12条第1項の決定をいう。以下同

じ。)に先立ち、当該第三者に対し、当該公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書

面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判

明しない場合は、この限りでない。 

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7

条第1項第2号イ又は同項第3号ア若しくはイの情報に該当すると認められるとき。 

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条第1項の規定により公開しようとするとき。 
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3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対

の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実

施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開

決定後直ちに、当該意見書(第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開

決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。 

(公開の方法等) 

第16条 実施機関は、公開決定をしたとき(前条第3項の規定による場合を除く。)は、公開請求者に対

し、速やかに当該決定に係る公文書の公開を実施しなければならない。 

2 公文書の公開の方法は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録について

はその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。 

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書について汚損又は破損のおそれがあ

ると認めるときその他やむを得ない理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧、視聴若し

くは聴取に供し、又はその写しを交付することができる。 

4 実施機関は、第12条第1項の規定による通知をした場合において、同項の規定により指定した日時又

は期間内に公開請求者が公文書の公開の実施に応じなかったときは、改めて日時又は期間を指定し、

公文書の公開の実施に応ずるよう、第12条第1項の規定により指定した日時又は期間を経過したとき

から7日以上の期間をおいて文書により催告するものとする。 

5 実施機関は、前項の規定による催告をした場合において、改めて指定した日時又は期間内に、公開

請求者が正当な理由なく、なお公文書の公開の実施に応じなかったときは、当該日時又は期間を経過

したときにおいて、当該公文書の公開を実施したものとみなす。この場合においては、次条第1項及

び第2項の規定は、適用しない。 

6 第4項の規定は、公開請求者が郵送による公文書の写しの交付を希望している場合で、次条第1項の

費用又は同条第2項の手数料の納付が第12条第1項の規定による通知において指定された期限までに

なかったときについて準用する。この場合において、第4項中「日時又は期間内に公開請求者が公文

書の公開の実施に応じなかった」とあるのは「期限までに次条第1項の費用又は同条第2項の手数料の

納付がなかった」と、「日時又は期間を指定し、公文書の公開の実施に応ずる」とあるのは「期限を

指定し、当該費用又は手数料を納付する」と、「第12条第1項の規定により指定した日時又は期間」

とあるのは「第12条第1項の規定により指定した期限」と読み替えるものとする。 

7 第5項の規定は、公開請求者が郵送による公文書の写しの交付を希望している場合で、次条第1項の

費用又は同条第2項の手数料の納付が、前項の規定により読み替えられた第4項の規定による催告にお

いて改めて指定した期限までになかったときについて準用する。この場合において、第5項中「前項」

とあるのは「次項の規定により読み替えられた前項」と、「指定した日時又は期間内に、公開請求者

が正当な理由なく、なお公文書の公開の実施に応じなかった」とあるのは「指定した期限までに、な

お次条第1項の費用又は同条第2項の手数料の納付がなかった」と、「当該日時又は期間」とあるのは
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「当該期限」と読み替えるものとする。 

(費用及び手数料) 

第17条 公文書の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該公文書の写しの作成及

び送付に要する費用を納付しなければならない。ただし、次項第1号に規定する手数料を納付するこ

ととなる公文書の写しの交付を受ける場合は、当該写しの作成に要する費用の納付を要しない。 

2 公文書の写しの交付に係る手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。 

(1) 次に掲げるもの 別表に定める額 

ア 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社若しくは当該会社の事業のために公

開請求をする当該会社の役員若しくは従業員又はこれらの代理人 

イ 会社法第2条第2号に規定する外国会社若しくは当該外国会社の事業のために公開請求をする

当該外国会社の役員若しくは従業員又はこれらの代理人 

ウ 営利を目的とする事業のために公開請求をする当該事業を営む団体若しくは当該団体の役員

若しくは従業員又はこれらの代理人(ア及びイに掲げる者を除く。) 

エ 営利を目的とする事業のために公開請求をする当該事業を営む個人若しくはその従業員又は

これらの代理人 

(2) 前号以外のもの 無料 

3 前項の手数料は、公文書の写しの交付を受ける前に納付するものとする。 

4 公文書の閲覧、視聴又は聴取に係る手数料は、無料とする。 

(他の制度等との調整) 

第18条 実施機関は、他の法令等その他の定めにより、何人にも公開請求に係る公文書が第16条第2項

に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合に

あっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一

の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等その他の定めにおいて、一定の場合には公開

しない旨の規定があるときは、この限りでない。 

2 他の法令等その他の定めにおける公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条第2項の閲覧と

みなして、前項の規定を適用する。 

3 図書館、公民館その他これらに類する市の施設において一般の利用に供する目的をもって収集、整

理又は保存している公文書の閲覧、視聴若しくは聴取又は写しの交付については、この条例中公開請

求に係る部分の規定は、適用しない。 

第3章 審査請求の諮問等 

(救済手続) 

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服があるものは、行政不服審査法(平成26年

法律第68号)の規定による審査請求を行うことができる。 

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。 
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(審査会への諮問等) 

第20条 前条第1項の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の

各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく那覇市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査

会」という。)に諮問(議会からの意見聴取を含む。以下同じ。)をし、その答申等を尊重して、当該

審査請求に対する裁決をしなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場

合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。) 

2 前項の諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の

写しを添えてしなければならない。 

3 第1項の諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をし

た旨を通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項の参加人をいう。以下同じ。) 

(2) 公開請求者(審査請求人又は参加人であるものを除く。) 

(3) 審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(審査請求人又は参加人で

あるものを除く。) 

4 諮問実施機関は、当該諮問に係る審査請求があった日から当該諮問をした日までの期間(行政不服審

査法第23条の補正を命じた場合にあっては、当該補正に要した期間は、算入しない。以下この項にお

いて「諮問までの期間」という。)が30日を超えた場合には、前項の規定による通知に、諮問までの

期間及び諮問までの期間が30日を超えた理由を記載しなければならない。 

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続) 

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更

し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反

対の意思を表示している場合に限る。) 

第4章 情報公開の総合的な推進 

(情報公開の総合的な推進) 

第22条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充を図

り、市政に関する分かりやすい情報を市民が容易に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めるも

のとする。 

2 実施機関は、前項に定める施策を効果的に推進するため、情報の収集、整備及び提供機能を充実、

強化するとともに、実施機関相互間の協力及び連携に努めるものとする。 

(情報提供) 
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第23条 実施機関は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有

するものを記録した文書、図画又は電磁的記録を必要に応じ提供するものとする。ただし、当該情報

の提供について法令等で別段の定めがある場合又は当該情報が非公開情報に該当する場合は、この限

りでない。 

(1) 市の長期計画その他の市の重要な基本計画(中間段階の案で実施機関が定めるものを含む。) 

(2) 那覇市議会基本条例(平成24年那覇市条例第78号)第13条第1項及び第14条の規定により議会へ

提出した資料等 

(3) 当該実施機関の組織及び業務に関する基礎的な情報 

(4) 当該実施機関の所掌に係る制度に関する基礎的な情報 

(5) 附属機関その他市政運営上の意見聴取等を行うため実施機関が設置した会議(実施機関の職員

のみで構成されるものを除く。)又は行政委員会の会議資料、会議録、答申書、提言書等 

(6) その他市政に関する情報で公表するものと市長が定めるもの 

2 実施機関は、同一の公文書について2以上のものから公開請求があり、その全ての公開請求に対して

当該公文書の全部を公開する旨の決定をした場合であって、当該公文書について更に他のものから公

開請求があると見込まれるときは、当該公文書を適時に、かつ、市民が利用しやすい方法により提供

するよう努めるものとする。 

(出資等法人等の情報公開) 

第24条 市が出資等している法人であって規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条

例の趣旨にのっとり、その経営状況に関する情報その他保有する情報の公開に関し必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。 

2 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定

管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、自ら当該施設の管理に関する業務の情報の公開

を行うため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

3 実施機関は、出資等法人又は指定管理者に対し、前2項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるとと

もに、これらに対して有する調査権の範囲内において、情報の収集に努めるものとする。 

4 実施機関は、指定管理者との当該施設の管理に関する協定において、情報の公開に関し指定管理者

が講ずべき措置を明らかにするよう努めるものとする。 

第5章 雑則 

(公文書目録の作成) 

第25条 実施機関は、公文書の目録及び公文書の検索に必要な資料を作成し、所定の場所に備えて市民

の閲覧に供しなければならない。 

(運用状況の公表) 

第26条 実施機関は、毎年1回この条例の運用状況について公表しなければならない。 

(適正な解釈及び運用の確保) 
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第27条 市長は、実施機関におけるこの条例の適正な解釈及び運用を確保するため研修等必要な措置を

講ずるものとする。 

(委任) 

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の那覇市情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、次に掲げる公文書について適用

する。 

(1) 昭和63年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書 

(2) 昭和63年4月1日前に作成し、又は取得した公文書であって、目録等が整理されたもの 

3 新条例第2章の規定は、施行日以後に受理する公文書の公開の請求について適用し、施行日前に受理

した公文書の公開の請求については、なお従前の例による。 

4 新条例第3章の規定は、施行日以後にされた諮問について適用し、施行日前にされた諮問(改正前の

那覇市情報公開条例第11条第2項の諮問をいう。)については、なお従前の例による。 

5 新条例第30条第4項の協定のうち施行日前に締結されたものについては、同項の規定は、適用しない。 

付 則(平成27年3月30日条例第30号) 

この条例は、平成27年4月1日から施行する。 

付 則(平成27年12月25日条例第65号) 

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。 

付 則(平成29年9月29日条例第18号抄) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(令和5年3月23日条例第6号抄) 

(施行期日) 

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

付 則(令和5年7月14日条例第34号抄) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

別表(第17条関係) 

公文書の写しの交付に係る手数料 

公文書の種類 区分 金額 

文書及び図画 複写機により複写し 用紙1面につき 白黒(A3判まで) 30円 
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た場合 カラー(A3判) 100円 

カラー(A3判未満) 70円 

スキャナにより読み取ってできた電

磁的記録をCD―R等の光ディスクに複

写した場合 

光ディスク1枚につき 300円 

マイクロフィルムをA3判以下の用紙

に印刷した場合 

用紙1面につき 30円 

電磁的記録 用紙に出力した場合 用紙1面につき 白黒(A3判まで) 30円 

カラー(A3判) 100円 

カラー(A3判未満) 70円 

CD―R等の光ディスクに複写した場合 光ディスク1枚につき 300円 

備考 この表において「A3判」とは、日本工業規格A列3番をいう。 
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○那覇市情報公開条例施行規則 

平成26年3月27日 

規則第12号 

那覇市情報公開条例施行規則(昭和63年那覇市規則第1号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この規則は、市長の管理する公文書の公開等について、那覇市情報公開条例(平成26年那覇市条

例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

(公文書公開請求書) 

第3条 条例第6条第1項の公開請求は、公文書公開請求書により行うものとする。 

2 条例第6条第3項の規定による補正の求めは、補正通知書により行うものとする。 

3 前項の補正の求めを受けた公開請求者は、当該補正を行うときは、補正書により行うものとする。 

(公開請求を拒否したときの報告) 

第4条 条例第10条第2項の規定による報告は、存否応答拒否報告書により行うものとする。 

2 条例第11条第3項の規定による報告は、権利濫用に伴う公開請求拒否報告書により行うものとする。 

(公開決定等の通知) 

第5条 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める通知書により行うものとする。 

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書 

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書 

(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書 

(公開決定等の期間延長通知) 

第6条 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書公開決定等の期間延長通知書により行うものとす

る。 

(公開決定等の期限特例通知) 

第7条 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書公開決定等の期限特例通知書により行うものとす

る。 

(第三者保護に関する手続) 

第8条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 公開請求のあった日 

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 

(3) 意見書の提出期限及び提出先 

2 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

289



(1) 前項各号に掲げる事項 

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由 

3 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、意見照会書により行うものとする。 

4 条例第15条第1項及び第2項の意見書は、公文書の公開に対する意見書とする。 

5 条例第15条第3項の規定による通知は、公文書公開決定に係る通知書により行うものとする。 

(公開の方法等) 

第9条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧は、それぞれ当該各号に定める方法によるものとする。 

(1) 文書又は図画(次号及び第3号に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第16条第3項の

規定が適用される場合にあっては、次項第1号アに規定するもの)の閲覧 

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧。ただし、こ

れにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)

以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧 

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 

2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。 

(1) 文書又は図画(次号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(当該文書又は図画の保存に支障

を生ずるおそれがなく、かつ、市長がその保有する処理装置により当該文書又は図画の公開を実施

することができるものに限る。) 

ア 当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付 

イ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R等の光ディスクに複

写したものの交付 

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA3判以下の用紙に印刷したものの交付 

3 電磁的記録についての条例第16条第2項の規則で定める方法は、次に掲げる方法(市長がその保有す

る処理装置により行うことができるものに限る。)とする。 

(1) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 

(2) 当該電磁的記録を機器(公開を受けるものの閲覧、視聴又は聴取の用に供することができるもの

に限る。)により再生したものの閲覧視聴又は聴取 

(3) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付 

(4) 当該電磁的記録をCD―R等の光ディスクに複写したものの交付 

4 前2項に定めるもののほか、市長は、必要と認める方法により、公文書の写しの交付を行うことがで

きる。 

5 公文書を閲覧、視聴又は聴取するものは、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧

に取り扱わなければならない。 

6 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、公文書の閲覧、視聴又

は聴取を禁止し、又は中止することができる。 
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7 条例第16条第4項の規定による催告は、公文書の公開の実施に係る催告書により行うものとする。 

8 条例第16条第6項において準用する同条第4項の規定による催告は、納付催告書により行うものとす

る。 

(費用の納付) 

第10条 条例第17条第1項に規定する写しの作成に要する費用は別表第1により算定した額とし、同項に

規定する写しの送付に要する費用は送料の実費に相当する額とする。 

2 前項に規定する費用は、公文書の写しの交付を受ける前に納付するものとする。 

(審査請求) 

第11条 条例第19条第1項の審査請求は、審査請求書により行うものとする。 

(公開の実施の停止等) 

第12条 条例第15条第1項の第三者から前条の審査請求があった場合において、次の各号のいずれかに

該当するときは、公文書の公開の実施を停止するととともに、執行停止決定通知書により、条例第6

条第3項の公開請求者及び当該第三者に対し、その旨を通知するものとする。 

(1) 当該第三者から審査請求と併せて執行停止(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項

の執行停止をいう。以下同じ。)の申立てがなされ市長がこれを認めたとき。 

(2) 市長が職権により執行停止を行うこととしたとき。 

2 前項第1号の執行停止の申立てがなされた場合において、市長が執行停止を行わないこととしたとき

は、執行不停止決定通知書により、当該第三者に対し、その旨を通知するものとする。 

(審査会への諮問の方法) 

第13条 条例第20条第1項の諮問は、同条第2項の弁明書の写しのほか、次に掲げる資料を添付して行う

ものとする。 

(1) 審査請求書の写し 

(2) 公文書公開請求書の写し 

(3) 公開等に係る通知書の写し 

(4) その他審査の参考となる資料 

(諮問をした旨の通知) 

第14条 条例第20条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書により行うものとする。 

(情報提供の方法) 

第15条 条例第23条第1項の文書、図画又は電磁的記録の提供の方法は、インターネットその他の情報

通信の技術を利用する方法又は情報を保有する部署の窓口等に備えて一般の閲覧に供する方法によ

り行うものとする。 

(出資等法人) 

第16条 条例第24条第1項の出資等法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以

上を出資している法人とする。 
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(運用状況の公表) 

第17条 市長は、条例第26条の運用状況について、毎年6月末日までに、前年度における公開請求件数、

公開件数、非公開件数、審査請求件数その他必要な事項について、公告するものとする。 

(様式) 

第18条 別表第2に掲げる文書の様式は、市長が定める。 

付 則 

この規則は、平成26年7月1日から施行する。 

付 則(平成27年12月28日規則第45号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

付 則(平成28年3月29日規則第20号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

付 則(令和5年3月31日規則第21号) 

この規則は、令和5年4月1日から施行する。 

別表第1(第10条関係) 

種別 写しの作成の方法 金額 

文書及び図

画 

複写機により複写する方法 用紙1面に

つき 

白黒(A3判以下) 10円 

カラー(A3判) 80円 

カラー(A3判未満) 50円 

スキャナにより読み取ってできた電

磁的記録をCD-R等の光ディスクに複

写する方法 

光ディスク1枚につき 100円 

マイクロフィルムをA3判以下の用紙

に印刷する方法 

用紙1面につき 10円 

その他の方法 実費相当額 

電磁的記録 用紙に出力する方法 用紙1面に

つき 

白黒(A3判以下) 10円 

カラー(A3判) 80円 

カラー(A3判未満) 50円 

CD-R等の光ディスクに複写する方法 光ディスク1枚につき 100円 

その他の方法 実費相当額 

別表第2(第18条関係) 

文書の名称 関係規定 

公文書公開請求書 第3条第1項及び第13条第2号 

補正通知書 第3条第2項 

補正書 第3条第3項 
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存否応答拒否報告書 第4条第1項 

権利濫用に伴う公開請求拒否報告書 第4条第2項 

公文書公開決定通知書 第5条第1号 

公文書部分公開決定通知書 第5条第2号 

公文書非公開決定通知書 第5条第3号 

公文書公開決定等の期間延長通知書 第6条 

公文書公開決定等の期限特例通知書 第7条 

意見照会書 第8条第3項 

公文書の公開に対する意見書 第8条第4項 

公文書公開決定に係る通知書 第8条第5項 

公文書の公開の実施に係る催告書 第9条第7項 

納付催告書 第9条第8項 

審査請求書 第11条及び第13条第1号 

執行停止決定通知書 第12条第1項 

執行不停止決定通知書 第12条第2項 

審査会諮問通知書 第14条 

 

293



 

○那覇市歴史博物館条例

平成18年3月31日 

条例第5号 

(設置) 

第1条 歴史及び文化に関する資料(以下「歴史資料等」という。)の収集、保存、展示、公開、調査及

び研究をすることにより、市民の教養、学術及び文化の向上に寄与するため、那覇市歴史博物館(以

下「歴史博物館」という。)を設置する。 

(位置) 

第2条 歴史博物館の位置は、那覇市久茂地1丁目1番1号とする。 

(事業) 

第3条 歴史博物館は、次に掲げる事業を行う。 

(1) 歴史資料等の収集、保存、展示及び公開

(2) 歴史資料等の調査及び研究

(3) 歴史資料等についての説明、助言、指導等

(4) 展覧会、研究会等の開催及びそのための施設の提供

(5) 歴史資料等についての解説書、図録、目録、研究紀要等の刊行

(6) その他市長が必要と認める事業

(利用時間及び休館日) 

第4条 歴史博物館の利用時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長は、必要があると認

めるときは、利用時間を変更することができる。 

2 歴史博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、

臨時に開館し、又は休館することができる。 

(1) 木曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(入館の制限等) 

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒み、又は退館を命ずることがで

きる。 

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) 施設、設備又は資料を損傷するおそれがある者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(利用許可) 

第6条 歴史博物館を利用しようとする者は、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければ

ならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。 

2 市長は、利用許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。 
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(使用料) 

第7条 歴史博物館を利用しようとする者は、市長に対し、その利用に係る使用料を納付しなければな

らない。 

2 使用料は、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。 

3 使用料は、市長が定める日までに納付しなければならない。 

4 既に納付された使用料は、還付しないものとする。ただし、規則で定める事由に該当する場合は、

その全部又は一部を還付することができる。 

(使用料の免除) 

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部を免除することができる。 

(1) 本市内の小学校及び中学校の児童及び生徒並びにその引率者が学校行事等として観覧する場合

(2) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40

号)第2条に規定する給与を受けている者の保護する児童及び生徒が観覧する場合 

(3) 特別支援学校の児童及び生徒並びに小学校及び中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法

律第26号)第81条の特別支援学級をいう。)の児童及び生徒並びにその引率者が観覧する場合 

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設(保育所及び児童厚生施設を除く。)に

入所し、又は通っている者及びその引率者が観覧する場合 

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受

けている者及びその引率者が観覧する場合 

(6) 知的障がい者(児童相談所若しくは知的障害者更生相談所の長又は精神科医により知的障がい

者と認定された者をいう。)及びその引率者が観覧する場合 

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人福祉施設に入所している者及びその引率者

が観覧する場合 

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその引率者が観覧する場合 

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。 

(1) 本市が主催又は共催する行事に利用する場合

(2) 他の地方公共団体が主催する行事に利用する場合

(3) その他市長が特別の理由があると認める場合

(利用許可の制限) 

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、歴史博物館の利用を許可しない。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は資料を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平

成3年法律第77号)第2条第1号の暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になる
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と認められるとき。 

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等) 

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは変更し、又は

その利用を制限し、若しくは停止することができる。 

(1) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこれに基づく規則に違反したと

き。 

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) 管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(施設の変更禁止) 

第11条 利用者は、歴史博物館を利用する場合においては、施設を模様替えし、又はこれに特別の設備

を付設してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

(利用権の譲渡等の禁止) 

第12条 利用者は、歴史博物館の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

(原状回復の義務) 

第13条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に復するものとする。 

(運営審議会) 

第14条 市長の諮問に応じ、歴史博物館の運営に関する基本的事項を審議するため、那覇市歴史博物館

運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、委員10人以内で組織する。 

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

(委任) 

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。た

だし、第14条の規定は平成18年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。 

(平成18年規則第29号で平成18年7月8日から施行) 

2 利用許可に関する手続その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行

うことができる。 

付 則(平成19年12月28日条例第51号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(平成26年12月26日条例第69号) 
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(施行期日) 

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の那覇市歴史博物館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適

用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

別表第1(第7条関係) 

区分 単位 観覧料(1人につき) 

一般 高校生・大学生 小学生・中学生 

常設展 個人 1日 350円 200円 100円 

1年 1,200円 800円 400円 

団体(20人以上) 1日 280円 160円 80円 

特別企画展 個人又は団体 1日 2,000円の範囲内で市長が定める額 

備考 

1 この表は、本市の事業を観覧させる場合に適用する。 

2 高等専門学校生、大学院生等は、高校生・大学生の観覧料を適用する。 

別表第2(第7条関係) 

区分 単位 資料の使用料 

ビデオ撮影 資料1点 4,400円 

写真撮影 1アングル 2,200円 

備考 1アングルとは、同一の記録媒体により一の角度から撮影した場合をいう。 

別表第3(第7条関係) 

区分 単位 施設使用料 

入場料を徴収しない場合 1日 3,000円 

入場料を徴収する場合 1日 14,200円 

備考 展示品の販売、会費の徴収その他これらに類する行為がある場合は、入場料を徴収する場合の

額を適用する。 
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○那覇市歴史博物館条例施行規則

平成18年3月31日 

規則第9号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、那覇市歴史博物館条例(平成18年那覇市条例第5号。以下「条例」という。)の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

(観覧の手続等) 

第2条 那覇市歴史博物館(以下「歴史博物館」という。)を観覧しようとする者は、使用料の納付と引

換えに観覧券の交付を受け、入館の際、これを係員に提示しなければならない。 

2 市長が適当と認めるときは、前項の方法以外の方法で使用料の徴収及び観覧券の交付を行うことが

できる。 

(資料の利用の手続) 

第3条 資料を利用しようとする者又は利用許可を受けた事項を変更しようとする者は、市長が定める

様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、

市長が認める場合は、記載事項を省略することができる。 

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 資料の名称及び利用点数等

(3) 資料の利用の目的及び方法

(4) 利用の期日又は期間

(5) その他市長が必要と認める事項

2 寄託された資料又は他に著作権等のある資料を利用しようとする場合は、前項の申請書に所有者又

は著作権者等の同意書を添付しなければならない。 

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その適否を審査し、利用許可を適当と認めるときは、

利用許可書を交付するものとする。 

(施設の利用の手続) 

第4条 施設を利用しようとする者又は利用許可を受けた事項を変更しようとする者は、市長が定める

様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、

市長が認める場合は、記載事項を省略することができる。 

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 展覧会、研究会等の名称及び内容

(3) 利用の期日又は期間

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査し、利用許可を適当と認めるときは、

利用許可書を交付するものとする。 
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(使用料の還付) 

第5条 条例第7条第4項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に

掲げるとおりとする。 

(1) 天災その他不可抗力又は歴史博物館の管理上の理由により利用ができなくなった場合 利用で

きない期間に係る額。ただし、年間観覧料は、還付しない。 

(2) 利用者が利用開始日の3日前までに資料の利用のとりやめを申し出た場合 全額

(3) 利用者が利用開始日の前日までに資料の利用のとりやめを申し出た場合(前号に掲げる場合を

除く。) 使用料の2分の1の額 

(4) 利用者が利用開始日の60日前までに施設の利用のとりやめを申し出た場合 全額

(5) 利用者が利用開始日の30日前までに施設の利用のとりやめを申し出た場合(前号に掲げる場合

を除く。) 使用料の2分の1の額 

(6) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額

2 条例第7条第4項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市長が定める様式に従

い、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 還付申請の理由及び還付申請額

3 前項の申請を行う者は、観覧券、利用許可書又は免除承認書を申請書に添付しなければならない。 

4 市長は、第2項の申請書の提出があったときは、その適否を審査し、還付を適当と認めるときは、還

付承認書を交付するものとする。 

(使用料の免除) 

第6条 条例第8条第2項第1号及び第2号に規定する場合において、市長が免除することができる額は、

次に掲げるとおりとする。 

(1) 本市が主催又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 他の地方公共団体が主催する行事に利用する場合 全額

2 条例第8条第2項第3号に規定する場合及びその場合に市長が使用料を免除することができる額は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) 事業上、特別の理由があると認める招待者等の観覧の場合 全額

(2) 市長が認める観光用クーポン等で観覧する場合 使用料の5分の1の額

(3) 本市に住所を有する65歳以上の者が常設展を個人で観覧する場合 使用料の2分の1の額

(4) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額

3 使用料の免除を受けようとする者は、市長が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書

を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 利用の期日又は期間
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(3) 免除の理由及び免除申請額

(4) その他市長が必要と認める事項

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査し、免除を適当と認めるときは、免

除承認書を交付するものとする。 

(損傷等の届出) 

第7条 入館者は、施設、設備又は資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちに次に掲げる事項を記載

した損傷・滅失届を市長に提出するものとする。 

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 損傷又は滅失した施設、設備又は資料の名称

(3) 損傷又は滅失した日時

(4) 損傷又は滅失の状況及び処置

(遵守事項) 

第8条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 許可なく資料に触れたり、写真撮影又は模写しないこと。

(2) 資料の近くでインク等を使用しないこと。

(3) 飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物類を携帯しないこと。

(5) 利用許可を受けた施設、設備又は資料以外のものを利用しないこと。

(6) 許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。

(7) 許可を受けないで壁面、柱、扉等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(8) その他市長の指示すること。

(細目) 

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

付 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 

付 則(平成19年3月1日規則第7号) 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 
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